保健福祉制度論　メモ
1． 社会保障統計
＜覚えておきたい用語集＞
□平均寿命…0歳児の平均余命
　→乳幼児・妊産婦の死亡が多く平均すると短命
→日本は高度な医療技術のおかげで、救えなかったハズの未熟児も生きられるようになった。

□健康寿命…自立した生活ができる期間
　→国は健康寿命を延ばそうとしている

・人口構成
□老年人口…65歳以上
　→65-74歳は前期高齢者、75歳以上は後期高齢者
　→2055年予測65歳以上40.5％。肩車で1.2人が1人を支える時代になる。

□生産年齢人口…年齢別人口のうち労働力の中核をなす15-64歳
  →今年の新成人122万人は過去最低基準　

□年少人口…0-14歳
＊現在は、15歳未満（年少人口）が13.1％、15～64歳（生産年齢人口）が63.7％、65歳以上（老年人口）が23.3%である

・人口動態
□合計特殊出生率…15-49歳女性の各年齢における出生率の合計1.39
□人口置換水準　…現在の人口を維持するための合計特殊出生率2.07
＊成人女性ではなく15歳からカウントされるので注意！









2． 公的年金（私なりにまとめてみました。）
＜年金制度のポイント＞
①公的年金制度は、若者世代（20歳以上60歳未満）が高齢世代（65歳以上）を支える世代間扶養を行う仕組み。つまり、若者が納めた年金がそのまま高齢者の年金給付に回る賦課方式を採用している。
②現役世代はすべて国民年金の被保険者となり、原則65歳になれば国民年金の給付を受ける。（1階部分）
③民間サラリーマンや公務員はこれに加え、厚生年金や共済年金に加入し、国民年金の上乗せとして報酬比例年金の給付を受ける。（2階部分）
④所得に応じた保険料負担（＝社会保険方式）である。
⑤国民年金の保険料は定額制。2017年度16900円で固定！

＜障害年金のポイント＞
①障害認定日は初診日から1年6ヵ月経過日または障害が固定した日、障害認定は64歳までの障害。
②未成年時の障害は、20歳から支給（所得制限あり）
③（受給条件）初診日の前日時点で2ヵ月前までに、3分の2以上の加入期間または直近1年加入

＜遺族年金のポイント＞
①事実婚も対象である。
②妻・子が守られている制度。遺族厚生年金の場合、夫は55歳以上が受給対象で、年金の受給資格より少し若い。

3．医療保険
・年齢で輪切りの保険である
→生涯を通じた保険ではなく、サラリーマンは退職に伴い国保に移動する

・公的医療保険と雇用形態がリンクしている
①組合管掌健康保険【大企業等の社員・家族】
　→保険料率は、基本保険料（法定給付）+特定保険料（拠出金）
　　もともと基本保険料だけだったが、特定保険料は高齢者のために支払うこととなった。
②全国健康保険協会（協会けんぽ）【中小企業の社員・家族】
　→都道府県単位の全国健康保険協会。国庫負担（税金が補てん）が給付費の16.4％
③市町村国民健康保険（国保）【無職・パート等の被用者・自営業・農林漁業】
　→これが国民皆保険実施のための受け皿になっている。
→保険料は自治体ごとに計算方法、金額が変わる。＝市町村間の格差の問題発生！
→国庫負担が給付費の43％。

４．公衆衛生
・病院から在宅へ移行しようとしている
　在宅療養支援診療所1 2487ヵ所、在宅療養支援病院331ヵ所、在宅療養支援歯科診療所、訪問薬剤管理指導薬局

５．雇用
＜１（４）新規雇用対策＞
　・雇用の質の向上
　　　ディーセントワーク…働き甲斐のある人間らしい仕事
＜２．労働力・失業者の動向＞
・完全失業者とは、仕事をしなかった人のうち仕事を探していた人（就職活動を諦めた失業者は入らない）＝仕事を探していることが絶対条件！

＜３．雇用保険の仕組み＞
≪雇用保険p67-≫
（3つの目的）
　失業者の社会保障・雇用の促進・雇用の継続
（加入条件）
①65歳未満の労働者、私立学校教職員、農林漁業団体職員も対象
②非正規労働者は所定労働時間が週20時間以上、31日以上の雇用見込

≪求職者給付＝失業手当≫
（加入要件）
①倒産・解雇、特定受給資格者・*特定理由離職者
*特定理由離職者と認められる理由の例（p72上段から抜粋）
　体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者。妊娠、出産、育児等により離職し～（以下略）。配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことより～（以下略）
②契約更新されない有期契約労働者　通算6ヵ月加入（過去1年以内）
③自己都合退職＝自分の都合で辞める　通算12ヵ月加入



≪育児休業給付≫←少子化対策
（対象）
同事業所で1年以上雇用されている人が1歳未満の子を養育するための休業
（給付金）
基本給の30パーセントと職場復帰給付金20％を統合して支給。2010．4以降は50％
（支給期間）
女性は、産後57日日目から育児休業給付金が支給。56日までは健康保険から出産手当金支給される。男性は出産後から育休開始。
（2012年～改正）
・3歳まで所定外労働免除（時間外労働・深夜業）・短時間勤務（2時間短縮）
・窓口が都道府県労働局雇用均等室に変更
＊改正パパママ休暇プラス
父母が取得すると1年2ヵ月の期間内に1年間（2ヵ月延長される！）
→現状：取得率はわずか男性2.63％
　目標：男性の育児休業取得率10％（2017）

≪介護休業給付≫←重要ポストに就く45-50歳代の退職を防ぐ目的
（対象）
休業前1年以上雇用されている人（年数は育休と同じ！）
（支給期間）
介護で2週間以上休業した場合、休業前賃金の40％を通算93日間支給。
＊年金や健康保険料の免除なし

≪介護休暇・子どもの看護休暇≫
①介護休暇
　家族一人につき年5日まで、2人以上10日まで
②子供の看護休暇
　小学校就学前のこの病気・けが、1人年5日、2人以上

≪そのほか≫
不正請求が発覚したら、3倍返しのペナルティ（仕事探していないのに探しているフリした人など。）

＜雇用安定事業＞
・雇用調整助成金
　景気悪化→会社はクビにしたい→でも辞めさせずに休業手当を国が一部負担
＜第二のセーフティーネット　求職者支援制度＞2011年施行
（財源）雇用保険料1/2・税金1/2
（支援の種類）
　・求職者支援訓練（3-6ヵ月）無料
　・職業訓練受講手当　月10万円と通所手当
　・住宅手当←住宅のない人向け、生活保護とほぼ同じ

＊フリーターの高齢化

６．労災（p86）
・労働災害・公務災害の認定の手続きは、労働基準監督署・公務員災害補償審査会が認定、訴訟による判決
・労働保険は、国籍差別なし、1日でも雇用する場合は加入義務あり
・保険料率は、事業の危険度により55分類0.25～8.9％、3年毎改定

→つまり雇用保険の加入要件は【①65歳未満の労働者、私立学校教職員、農林漁業団体職員も対象②非正規労働者は所定労働時間が週20時間以上、31日以上の雇用見込】に対して、労災保険は労働者全員と考えて良い。

・労災の認定基準（労働基準監督署）
（1）傷病の認定要件
業務事故とみなされたとき。業務と疾病の因果関係が明確なときに認定
　　業務遂行性の例：待機中（社内、社外）、生理的行為による就業中断中（用便・飲水など）
　　業務起因性の例：仕事中に地震・津波などによる負傷・死亡
（2）業務災害の認定要件
　　負傷の場合は、時間・場所・現認者（そばで見てた人）・発生状況と原因を明確に。
　　職場での業務外の活動でも、施設・設備・管理に問題があれば対象
　　＊対象外は、故意の災害と犯罪性、個人的な恨み、第三者からの暴力、救済活動を除く天災など

・認定状況
死亡者は減少したが、うつ病などの精神障害は増加。労働認定基準自体は以前より緩和された。ストレスによるうつ・自殺の認定や、セクシャルハラスメントを判断指針に導入。労働安全衛生法を改正し、月100時間を超す残業は医師の面接・指導の義務が課される。でもなかなか労災補填認定はされていない。例外的にアスベスト被害の労災補償は認定されている！

＜一読しておいたほうがよさそうな法＞
・労働基準法（Ｐ95）
・労働契約法（P100）←民事的なルールを定めた法律
＊解雇の乱用禁止は労働基準法から移行。厳しくしすぎると雇用の流動性が低下し生産効率が低下する。

7．高齢者福祉（ｐ101～）
・ケアの3原則は自己決定の尊重、残存能力の活用、サービスの継続性
・近年都市部で高齢者人口が急増している
・2011年に高齢者住まい法を改正され、生活支援サービス付き高齢者賃貸住宅の創設案が可決された。（P105）
＜一読しておいたほうがよさそうな法＞
・成年後後見制度（ｐ107）

8．障碍者福祉（ｐ115～）
・障害は、
①身体障害（身体障害者手帳）*備考）2010年～肝機能障害追加
②知的障害（療育手帳）*知的障害の定義はなく、指示医の判定書が必要
③精神障害（精神障害者保健福祉手帳）*障害年金の1～3級に準拠
に分類される。
＜一読しておいたほうがよさそうな法＞
・障害者自立支援法
→3種類の障害を一元化（3障害の制度格差をなくそう！）
利用者本位のサービス体系に再編
就労支援の抜本的強化
支給決定の透明化と明確化（客観的な尺度で障害の認定しよう！）
安定的な財源の確保（24年度は国庫負担を引き上げ）
をめざす。そして「自立と共生の社会」を実現し、障碍者が地域で暮らせる社会を構築するねらい。2013年度施行目指す！

＜社会福祉理念の用語＞
・ノーマライゼーション…障害があっても健常者と同じように積極的に社会参加し、共に生活して行けるようにする考え方
・エンパワーメント…差別や偏見により、もともと備わっている能力・力を奪われている人に、その力や能力を回復させること
・アドボカシー…本人が意思を反映できないときに、本人に代わって意思を代弁し権利を擁護すること

９．児童福祉（P129~）
・児童福祉法で児童は18歳未満と定義されている
・少子化対策は
エンゼルプラン→保育所の拡充
などがある
・幼稚園と保育園の違い（Ｐ132）は重要。
→幼稚園は文科省、保育園は厚生省の管轄。幼稚園は4年教育であるが、専業主婦減少により定員割れである。
→保育園は待機児童がたくさんいる。国基準の保育所に都道府県が認可した、認可保育所が足りないからだ。
→そこで創設したのが認定こども園。幼児教育と幼児保育を一元的に提供、親の就労を要件としない地域の子育て支援をする。しかし目標の3分の1しか達成できていない。原因は厚労省と文科省の二重行政、民間参入を阻む都道府県の認可など。

・多様な保育（Ｐ136）
家庭的保育（保育ママ）…児童福祉法定化で国の制度。3歳未満に家庭的な保育を提供
ミニ保育施設…20人以下。保育園の分園、複数人の保育ママが賃貸住宅。

・児童手当（Ｐ138）　控除から手当へ
　0～3歳未満と3歳～小学生修了前の第3子以降は、1.5万/月
　3歳～小学生修了前（第1・２子）と中学生は、1万/円
　ただし所得制限超の世帯の子は5千円。
　＊財源は24年度～国と地方が同一負担割合となった。

＜知っておきたい施設＞
・児童養護施設
→幼児～18歳未満の児童を養護、義務教育終了後の児童、20歳未満で支援が必要な者も追　　加
→被虐待児が53％


・自立支援ホーム
→15-20歳未満に拡大、児童福祉施設退所者に共同生活する住居で生活指導、就業支援

・母子生活支援施設
→生活指導、保育、自立支援など広域利用が進む
[bookmark: _GoBack]→ＤＶ被害者の入所が54％

10．女性
